
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同西明子、同中村哲也の上告趣意第一点

について。

　所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

　同第二点について。

　所論は訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、適法な上告理由に

当らない。

　同第三点について。

　所論は経験則違反、採証の法則違背、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由

に当らない。

　同第四点について。

　所論は先ず、原審の支持する第一審判決は、被告人の本件偽証教唆の事実認定の

資料として、偽証本犯であるＡの昭和二七年一一月二一日の第一審公判廷における

証人としてなした供述その他の証拠を挙示しているが、本件偽証教唆罪の成否を決

する証拠は右Ａの供述のみであり、爾余の証拠は偽証の内容自体の補強証拠とはな

り得るとしても、偽証教唆と被告人とを結びつける事実の認定資料とはなり得ない

ものである。しかも右Ａの供述は、被告人の述べたとおりのことを公判廷で供述し

たもの、即ち被告人の供述（自白）をその内容とするものであるにすぎないと前提

して、第一審判決及びこれを是認した原判決は、結局、被告人の自白を唯一の証拠

として被告人を有罪としたものというべきであるから、憲法三八条三項並びに刑訴

三一九条二項の規定に違反する旨主張する。しかし右証人Ａの供述の内容は、同証

人に対し裁判所から証人召喚状が届いた日頃、被告人が同証人方を訪れて、第一審
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判決判示のような虚偽の事項について裁判所で証言されたい旨依頼し、同証人にお

いてこれを承諾した事実並びに同証人はその後同判示の日、法廷で宣誓の上被告人

から依頼されたとおり虚偽の陳述をした事実等に及んでいること記録上明白である。

さればこれを以て、偽証教唆と被告人とを結びつける事実の認定資料とはなり得な

いもので、しかも被告人の供述（自白）をその内容とするものであるにすぎないと

なす所論前提自体これを肯認することはできない。従つて所論違憲違法の主張は前

提を欠くものであつて採用できない。爾余の論旨は単なる法令違反、事実誤認の主

張を出でないものであつて適法な上告理由に当らない。

　弁護人伊能幹一の上告趣意第一点について。

　所論は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない。

（所論引用にかかる当裁判所の判例は、共同審理を受けている共犯者に関するもの

であつて、偽証本犯であるＡが被告人と共同審理を受けていない本件には適切でな

い。又検察官が所論のような作為をしたことはこれを認むべき何等の証左もないの

であるから、右Ａの第一審公判廷における証人としてなした所論供述の証拠能力は

否定さるべきものであるとする論旨はこれを採用することはできない。〔なお昭和

二九年（あ）第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、集一二巻八号一七一

八頁参照〕）

　同第二点について。

　所論は憲法三八条三項、刑訴三一九条二項違反を主張するがこれに対する判断は

弁護人柴田武外四名の上告趣意第四点のうちの同趣旨の論旨に対して既に示したと

おりである。

　同第三点について。

　所論は経験則違背、採証法則違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

　同第四点について。
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　所論は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。

　同第五点について。

　所論は違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当

らない。（憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義につき、昭和

二二年（れ）第一七一号、同二三年五月五日大法廷判決、集二巻五号四四七頁参照）

　同第六点について。

　所論は違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当

らない。（被告人が自己の被告事件について、他人に虚偽の陳述をするよう教唆し

たときは偽証教唆罪が成立することは、既に当裁判所の判例〔昭和二七年（あ）第

一九七六号、同二八年一〇月一九日第二小法廷判決、集七巻一〇号一九四五頁、昭

和二九年（あ）第三九六五号、同三二年四月三〇日第三小法廷決定、集一一巻四号

一五〇二頁〕とするところであつて、今なおこれを変更すべきものとは認めない）

　また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

　　昭和三五年一月二二日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　村　　　大　　　助

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　奥　　　野　　　健　　　一
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